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草創期の広島の新聞

わ
が
国
の
新
聞
の
歴
史
は
幕
末
期
か
ら
始
ま
る
が
、
い
わ
ゆ

る
地
方
新
聞
が
出
現
す
る
の
は
、
明
治
に
な
っ
て
数
年
が
経
過

し
た
後
で
あ
る
。

広
島
県
で
の
草
創
そ
う
そ
う

期き

の
新
聞
は
、
活
版
印
刷
が
導
入
さ
れ
る

よ
り
も
前
の
明
治
四
年（
一
八
七
一
）に
始
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
頃

は
む
し
ろ
雑
誌
に
近
い
形
状
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
活

版
印
刷
の
普
及
と
と
も
に
次
第
に
新
聞
ら
し
い
体
裁
が
整
っ
て

い
っ
た
が
、
明
治
時
代
の
前
半
ま
で
は
、
広
島
で
の
地
方
新
聞

は
経
営
的
に
極
め
て
苦
し
く
、
し
ば
し
ば
廃
刊
・
改
題
・
再
発

行
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

一
般
的
に
い
っ
て
、
新
聞
の
よ
う
な
刊
行
物
は
、
書
籍
に
比

べ
る
と
大
切
に
保
存
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
今
で
は
発
行
さ

れ
た
現
物
の
全
て
を
見
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
も
多
い
。

ま
た
、
残
さ
れ
て
い
て
も
保
存
状
態
が
良
く
な
い
こ
と
が
多

く
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
や
デ
ジ
タ
ル
複
製
な
ど
の
代
替
処
置

が
不
可
欠
で
あ
る
。

今
回
の
収
蔵
文
書
紹
介
で
は
、
当
館
が
所
蔵
す
る
草
創
期
の

広
島
の
地
方
新
聞
を
紹
介
す
る
。
ほ
と
ん
ど
は
経
営
的
に
成
功

し
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
新
聞
は
、
地
方
に
お
け
る
文
明
開

化
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
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八
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年
史
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昭
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月
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聞
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近
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1
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昭
和
五
五
年
三
月
、
広
島
県
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日
注
雑
記

に
っ
ち
ゅ
う
ざ
っ
き

明
治
四
年（
一
八
七
一
）
十
二
月
〜
明
治
五
年（
一
八
七
二
）
一
月

広
島
で
最
初
に
発
行
さ
れ
た
「
新
聞
」。
明
治
四
年
十
二
月
に
、
広
島
藩
の
儒
者
だ
っ
た
山
田
養
吉

（
十
竹
）
が
広
島
県
の
新
聞
局
に
お
い
て
発
刊
し
た
。「
日
注
雑
記
」
が
主
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
が
、
脇
に

「
広
島
新
聞
」
と
銘
打
た
れ
て
い
る
。
新
聞
と
は
い
う
も
の
の
、
雑
誌
形
態
を
し
て
お
り
、
も
ち
ろ
ん

発
行
も
毎
日
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
頃
は
、
広
島
で
活
版
印
刷
が
始
ま
る
以
前
で
あ
り
、
本
文
に
は
木

製
の
活
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

「
日
注
雑
記
」
は
県
の
公
報
的
性
格
を
強
く
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
内
容
は
、

速
報
性
の
あ
る
ニ
ュ
ー
ス
よ
り
民
衆
の
啓
発
に
主
眼
が
あ
り
、
表
紙
見
返
し
の
緒
言
し
ょ
げ
ん

の
中
で
、「
世
ノ

在
様
ヲ
知
ラ
セ
目
的
ノ
着
ク
様
ニ
ト
此
日
注
雑
記
ヲ
編
ム
ナ
リ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

表
紙
に
は
「
定
価
　
銀
一
匁
三
分
」
と
あ
る
が
、
県
内
の
町
村
に
は
無
料
で
配
付
さ
れ
て
い
た
ら
し

く
、
村
役
人
を
勤
め
た
家
に
伝
存
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

「
日
注
雑
記
」
は
経
営
的
に
成
り
立
た
な
か
っ
た
た
め
か
、
明
治
五
年
の
一
月
に
第
二
号
を
出
し
た

だ
け
で
廃
刊
と
な
っ
た
。

日
注
雑
記　

表
紙
見
返
し

「
緒
言
」
と
し
て
、「
日
注

雑
記
」
を
刊
行
す
る
目
的
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
都
都
逸

ど
ど
い
つ

（
？
）
の
よ
う
な
俗
謡
（
終
わ

り
か
ら
四
行
目
の
「
馬
車
ヤ
〜
」

の
く
だ
り
）
が
書
か
れ
て
い
た

り
し
て
、
新
旧
の
事
物
習
俗

が
入
り
混
じ
っ
た
明
治
初
年

の
時
代
の
気
分
を
醸
し
出
し

て
い
る
。

緒
言

天
地
ア
メ
ツ
チ

ノ
間
ニ
生イ
ク

ル
モ
ノ
両
翼
ハ

ネ

ニ
テ
飛
モ
ノ
之
ヲ
鳥
ト
云
四
足
ニ
テ
走
ル
モ
ノ
之
ヲ
獣
ケ
モ
ノ
ト
云

足
二
ツ
手
二
ツ
口
横
長

ヨ
コ
ナ
カ
ク
テ
自
ラ
万
物
バ
ン
ブ
ツ

ノ
霊レ
イ

ト
誇
顔

ホ
コ
リ
ガ
ホ
ス
ル
モ
ノ
之
ヲ
人
ト
云
抑
ソ
モ

彼
ノ
飛
モ
ノ

走
モ
ノ
ハ
春
夏
秋
冬
ノ
気
候
ヲ
弁
ワ
キ
マ
ヘ
夫
々
己
ノ
一
生
ヲ
過ス
ゴ

セ
ト
モ
人
ト
云
モ
ノ
世
ノ
気
候

ノ
易カ
ハ

リ
タ
ル
ヲ
知
ラ
ズ
ウ
カ

ト
暮
シ
テ
ハ
己
ノ
一
生
モ
楽ラ
ク

ニ
過ス
ゴ

ス
コ
ト
ア
タ
ワ
ズ
万

物
ノ
霊
ト
誇
ホ
コ
リ
ナ
ガ
ラ
飛
モ
ノ
走
モ
ノ
ニ
劣オ
ト

リ
テ
ハ
気
ノ
毒
ト
云
カ
ラ
世
ノ
在
様
ア
リ
サ
マ

ヲ
知
ラ
セ

目
的
メ

ド

ノ
着ツ

ク
様
ニ
ト
此
日
注
雑
記
ヲ
編ア
ム

ナ
リ
馬
車
バ
シ
ャ

ヤ
蒸
気
ゼ
ウ
キ

ジ
ャ
消
息
タ
ヨ
リ

ガ
遅ヲ
ソ

ヒ
懸カ
ケ

テ
置ヲ
キ

タ
ヤ

伝
信
機

テ
レ
ガ
ラ
フ

ト
小
娘
コ
ム
ス
メ

ガ
歌
ヘ
ド
消
息
タ
ヨ
リ

ヲ
報
ズ
ル
ハ
伝
信
機

テ
レ
ガ
ラ
フ

ヨ
リ
速
ス
ミ
ヤ
カ
ナ
ル
ハ
ナ
シ
目
的
メ

ド

ヲ
着
ケ
ル

ハ
此
雑
記
ヨ
リ
早
キ
ハ
ナ
シ
四
方
ノ
諸
君
子
目
的
メ

ド

附ツ

ケ
薬
ト
思
ヒ
只
管
ヒ
タ
ス
ラ

電
覧
ヲ
願
ト
云
爾
シ
カ
イ
フ
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小
田
県
新
聞

明
治
六
年（
一
八
七
三
）
一
月
〜

明
治
六
年
一
月
よ
り
小
田
県
庁
の
あ
っ
た
笠
岡
で
発
行
さ
れ
、
小
田
県
域
に
含
ま
れ
て
い
た
福
山
地

方
で
も
売
ら
れ
て
い
た
。
価
格
は
二
銭
で
、
刊
行
頻
度
は
、
月
一
回
程
度
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
広
島
県
の
新
聞
と
同
じ
く
木
活
字
を
使
っ
た
雑
誌
形
態
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
広

島
県
の
も
の
と
は
異
な
り
、
仮
名
は
平
仮
名
・
変
体
仮
名
が
使
わ
れ
、
漢
字
は
行
草
が
混
在
す
る
書
体

で
あ
っ
た
。
な
お
、
ご
く
一
部
に
、
小
田
県
の
布
達
類
に
使
わ
れ
た
楷
書
体
活
字
が
使
わ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。

第
一
号
の
冒
頭
に
は
、「
文
明
開
化
の
世
に
は
新
聞
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
趣
旨
の
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
。

小
田
県
新
聞
の
紙
面

途
中
で
楷
書
体
へ
と
文
字
が
変
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
小
田
県
の
布
達
類
に
用
い
ら
れ
た
も
の

と
同
一
の
木
製
活
字
で
あ
る
。
記
事
の
内
容
は
、
深
津
郡
の
石
井
英
太
郎
が
西
洋
訳
書
二
〇
〇
巻
と
地

球
儀
を
私
費
で
購
入
し
、
地
元
の
啓
蒙
所
に
寄
付
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
福
山
地
方
で
は
、
廃
藩

置
県
よ
り
前
に
、
篤
志
家
ら
に
よ
っ
て
普
通
教
育
機
関
で
あ
る
啓
蒙
所
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

石
井
英
太
郎
は
深
津
郡
の
名
望
家
と
し
て
知
ら
れ
、
後
に
初
代
の
県
会
議
長
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
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広
島
新
聞
（
木
活
字
）

　
明
治
五
年（
一
八
七
二
）
四
月
〜
明
治
六
年（
一
八
七
三
）

「
日
注
雑
記
」
が
廃
刊
さ
れ
た
後
を
受
け
る
形
で
発
刊
さ
れ
た
新
聞
。
内
容
と
体
裁
は
、「
日
注
雑

記
」
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
実
態
は
、
県
庁
が
発
行
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
定
価
は
少

し
上
が
っ
て
一
匁
五
分
と
さ
れ
て
い
る
。
西
洋
小
間
物
商
の
静
真
堂
が
「
売
弘
所
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
広
島
新
聞
」
は
、
月
に
二
、
三
冊
発
行
さ
れ
、
二
号
で
終
わ
っ
た
「
日
注
雑
記
」
よ
り
は
長
く

続
い
た
が
、
や
は
り
経
営
的
に
苦
し
か
っ
た
よ
う
で
、
明
治
六
年
に
は
廃
刊
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
後
、
広
島
で
の
新
聞
発
行
は
し
ば
ら
く
途
絶
え
る
こ
と
に
な
る
。

広
島
新
聞　

表
紙
見
返
し

「
日
注
雑
記
」
の
緒
言
に
比
べ
る
と
実
務
的
な
文
章
で
あ
る
が
、
新
聞
の
役
割
が
国
民
の
啓
発
に

あ
っ
た
こ
と
が
窺
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
掲
載
記
事
は
自
前
で
用
意
す
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
新
聞
か
ら
の
抄

出
も
あ
り
、
読
者
か
ら
の
情
報
提
供
も
当
て
に
し
て
い
た
ら
し
い
。
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広
島
新
聞
（
活
版
、
真
報
社
）
　
明
治
十
年（
一
八
七
七
）
二
月
〜
同
三
月

広島の新聞としては，おそらく初めて活版印刷を使用したもの。明治10年（1877）2月
に広島市塩屋町（現在の中区紙屋町・大手町）の真報社より刊行された。四面から成り，新

聞らしい体裁にはなっているが，文字組みなど，まだ，こなれていない印象がある。中

三日をおいて四日に一度発行されたが，12号を出したところで廃刊となった。
この号では，冒頭に「官令」，「県庁録事」などの公告的記事を置き，その次に社説と

もいうべき論説文「煙波小言」が掲載されている。
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広
島
新
聞
（
活
版
、
興
風
社
）
　
明
治
十
年（
一
八
七
七
）
十
一
月
〜
明
治
十
三
年（
一
八
八
〇
）
四
月

真報社の「広島新聞」が廃刊となった同じ年の11月から発行された別の「広島新聞」。
発行元は，広島市平田屋町（現在の中区本通・立町）の興風社。一日おきに発行された。体

裁は，真報社の「広島新聞」と似ているが，圏点やルビも使われ，文字の組み方もより

自然になり，いわゆる明治時代の新聞らしい外見となっている。

興風社「広島新聞」は真報社のものよりは長続きしたが，やはり経営上の問題で，明

治13年（1880）には廃刊となった。
冒頭に「県庁録事」を載せ，下段に「広島新聞」とある記事が社説に相当する。この

記事によれば，人の名誉を害したという理由で罰金を科せられたことが，発刊後の 1年
間に 3回あったと述べられている。当時の言論統制令（讒謗律

ざんぼうりつ

）の適用であろう。
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広
島
日
報

明
治
十
二
年（
一
八
七
九
）
七
月
〜
明
治
十
五
年（
一
八
八
二
）
五
月

広島県で最初の日刊新聞。発行元は介川社。のち，広島日報社と改名したが，旧広島

藩士が作った同進社に買収された。県の統計書によれば，発行部数は，最も多いときで，

20万部を超えている。典型的な紙面の構成は，一面から公告類・本県録事・論説・雑報・
寄書・広告・物価・社告となっている。

発行者の立場は概ね保守的であったが，自由民権運動の影響を自然に受けていたため

か，この号の論説では，民権の伸長は国安に害がないと主張している。

のち，板垣退助襲撃事件に関し，政府の高官の関与云々という東京からの通信を掲載

したために発行禁止となった。
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芸
備
日
報

明
治
十
五
年（
一
八
八
二
）
九
月
〜
明
治
十
七
年（
一
八
八
四
）
十
二
月
、
明
治
十
九
年（
一
八
八
六
）
二
月
〜
明
治
二
十
一
年（
一
八
八
八
）
六
月

広島日報が発行禁止となったあと，同進社が名前を変えて発行した新たな新聞。与党

帝政党を支持する立場をとったが，経営的には安定せず明治17年（1884）で一旦休刊。再
開したあとは，県の布達類の掲載が認められたため，ある程度の購読者を得たらしいが，

やはり経営が悪化し，明治21年（1888）で廃刊となっている。
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芸
備
日
日
新
聞

明
治
二
十
一
年（
一
八
八
八
）
七
月
〜
昭
和
十
六
年（
一
九
四
一
）

廃刊した芸備日報を譲り受けた早速
はやみ

勝三は，これを「芸備日日新聞」と改題し，ただ

し号数はそのまま継続して刊行した。芸備日日新聞は早速の手腕もあって，広島では初

めて経営的に成功した新聞社となり，明治20年代の終わりには年間発行部数が1000万部
を越えている。その政治的な立場は，野党よりであり，明治期後半から大正にかけては，

後に創刊される「中国（中国新聞）」との間に抗争とも言われる対立を繰り広げた。

体裁は，より新聞らしい紙面になっているが，この頃は一面がすべて広告である。
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芸
備
日
日
新
聞

二
面

ニュースと言える新聞記事は，二面に掲載されている。

左端は，閉じたときの折り目部分であるが，今の新聞とは異なり，このようなところも

天気予報などの小さな記事で埋められている。
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芸
備
日
日
新
聞

三
面

三面には，挿絵入りの連載読み物などがあり，購読者層の広がりと，新聞としての営業的

成功を感じさせる。

明治前期広島の地方新聞 1部の値段

新聞名 創刊時期 価格

日注雑記 明治 4（1871）.12 銀 1匁 3分

広島新聞（木活字） 明治 5（1872）. 4 銀 1匁 5分

小田県新聞 明治 6（1873）. 1 2銭

広島新聞（真報社） 明治10（1877）. 2 1銭 8厘

広島新聞（興風社） 明治10（1877）.11 1銭 5厘

広島日報 明治12（1879）. 7 1銭 2厘

芸備日報 明治15（1882）. 9 1銭 5厘

芸備日日新聞 明治21（1888）. 7 1銭 5厘

安芸津新報 明治22（1889）. 6 1銭 3厘

当時と今の物価を単純に比較することは難しいが，
新聞の値段はおおよそ今と同じくらいであった。
ただし，頁数を考えれば，かなり割高である。

明治10年代の広島市内の新聞売捌
うりさばき

処

明治初期には，今のような宅配制度が整っておらず，購読者

には郵便で新聞が届けられていたが，広島市内には新聞を直

接販売する店もあった。看板には「書藉諸新聞雑誌大売捌処」

とある。 （『広島諸商仕入買物案内記』明治16年（1883））
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一
八
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三
）
末

明治20年（1887）に旧藩主浅野氏が作らせた地方政党「政友会」の機関紙として刊行された（こ
の「政友会」は，地方の政治結社であり，後の立憲政友会とは関係ない）。発行元の安芸津新報社は広島市

袋町にあった。なお，社名・新聞名の「安芸津」は，広島の古称にちなんだもので，今の安芸津

（東広島市安芸津町）を指しているわけではない。

もともと発行部数は1000部ほどで，あまり多くはなかったらしいが，明治24年（1891）に政友会
が解散してからはたちまち経営が悪化し，明治26年（1893）に廃刊した。廃刊前に社長と意見が合
わず退社した政友会の幹部らは，後に「中国」を創刊し，やがてこれが中国新聞となる。
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